
区民委員会情報連絡 

令和３年９月２８日 

情報連絡事項 頁 

１ 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給適用期間の延長 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２ 国民健康保険被保険者証の一斉更新について ・・・・・・・・・・・・ ４ 

３ 令和２年度後期高齢者医療保険料の収納率等について ・・・・・・・・ ５ 

（区 民 部） 



区民委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

１ 新型コロ

ナウイルス

感染症にか

かる傷病手

当金の支給

適用期間の

延長につい

て 

所管課 

【国民健康保

険課、高齢医

療・年金課】 

国民健康保険及び後期高齢者医療制度における被

保険者に対する傷病手当金の適用期間延長について

６月の区民委員会にて報告をしたが、国からさらな

る延長の通知があったため、適用期間を延長する。 

１ 適用期間 

※ 療養のため労務に服することができない期間

延長前：令和２年１月１日～

令和３年９月３０日 

延長後：令和２年１月１日～ 

令和３年１２月３１日 

２ 傷病手当金の概要【変更なし】 

（１）対象者

国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保

険者で、給与等の支給を受ける被用者のうち、 

新型コロナウイルス感染症にり患等（感染又は 

発熱等症状により感染が疑われる場合を含む） 

し、療養のために労務に服することができず、 

給与の全部または一部を受け取ることができな 

かった者 

（２）支給額

直近の継続した３月間の給与等収入の合計額

÷就労日数×２/３×日数（り患等により労務に 

服することができなくなった日から起算して３ 

日を経過した日から労務に服することができな 

い期間のうち労務に就くことを予定していた日 

数） 

３ 支給手続【変更なし】 

（１）国民健康保険

足立区国民健康保険課への郵送申請を原則と

する。労務に服することができなかった際の状 

況を聴き取りのうえ、希望者に申請書類一式を 

送付する。 

（２）後期高齢者医療制度

東京都後期高齢者医療広域連合への郵送申請

施行期日 

公布の日か

ら施行 

区広報紙 

区ホーム

ページ 

東京都後

期高齢者

医療広域

連合ホー

ムページ
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を原則とする。 

区へ相談で来庁した場合には、記載内容を確 

認の上、郵送用申請封筒（広域連合にて作成） 

をお渡しする。 

４ 規則改正等 

（１）足立区国民健康保険

「足立区国民健康保険条例施行規則」

令和３年９月公布

（２）東京都後期高齢者医療広域連合

「東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する条例の一部を改正する条例の施行 

期日及び適用期間の終期を定める規則の一部を 

改正する規則」令和３年８月１８日公布 

※ 申請書類の受付等の事務が発生しないため

「足立区後期高齢者医療に関する条例」の改 

正は行わない。 

５ 支給実績（令和３年８月３１日現在） 

※ 令和３年度の実績

（１）国民健康保険

ア 支給額  １，７５９，８１７円 

イ 申請件数 ４０件 

ウ 支給件数 ４０件 

（２）後期高齢者医療制度（東京都後期高齢者医療

広域連合で受付・支給） 

ア 支給額 ０円 

イ 申請件数 ０件 

ウ 支給件数 ０件 
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区民委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

２ 国民健康保

険被保険者証

の一斉更新に

ついて 

所管課 

【国民健康保険

課】 

２年に１度行っている国民健康保険被保

険者証（以下、保険証）の一斉更新を以下の

とおり行うため報告する。 

１ 有効期限 

一般証（退職証を含む） 

令和５年９月３０日（２年間有効） 

短期証（退職証を含む） 

令和４年３月３１日（６か月有効） 

２ 保険証の色 

一般証  サーモン色 → ウグイス色

退職証  若草色  → 藤色

３ 記載内容 

保険証の記載内容を一部変更する 

・ 生年月日を和暦と西暦の併記とする

（例）平成 4年 4月 1日 

（1992年 4月 1日） 

・ 記号番号に２桁の枝番を追加する

（例）  21－12   3457（枝番）02 

※ 枝番の印字は、令和３年４月１日以

降に加入や住所異動などで新規に発

行した保険証には、既に印字されてい

る。 

４ 発送時期 

令和３年８月３１日（火）郵便局持ち込み 

９月６日（月）配達開始 

※ 簡易書留で発送

５ 発送数 

  ９９，４３３通 

６ 今後の方針 

  保管期間切れで返戻された保険証につい

ては９月２４日（金）に普通郵便で郵便局に

持ち込む。 

左記のとおり 区ホームペ

ージ、あだ

ち広報 

記
号

番
号
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区民委員会情報連絡一覧表

件 名 内 容 

３ 令和２年 

度後期高齢 

者医療保険 

料の収納率 

等について 

所管課 

【高齢医療・

年金課】 

令和３年８月の区民委員会で報告した「令和２年度特別区税・国民健康保険料・

後期高齢者医療保険料の収納率等について」のうち、後期高齢者医療保険料におけ

る２３区順位が判明したので以下のとおり報告する。 

区 分 

種 別 

調定額 

（千円） 

収納額 

（千円） 

収納率 

（％） 
不納欠損額 

23区 

順位 

収納率

伸び幅

順位 

後期高齢者

医療保険料 

現年分 
6,334,881 

 ( 156,179) 

6,285,363  

（ 181,471) 

99.22 

( 0.43) 

 26,244 

(△8,426)

 5 

(13) 

 4 

（ 3） 

滞 納 

繰越分 

115,063 

(△11,779)

 47,628 

( △3,037)

41.39 

（ 1.45) 

15 

(13) 

13 

（21） 

合計 
6,449,944 

 ( 144,400) 

6,332,991 

 ( 178,434) 

98.19 

( 0.58) 

10 

(13) 

 5 

( 7) 

（ ）内は対前年度比で、順位については令和元年度結果 

納付困難者については、納付相談時に減免制度の案内をし、区民に寄り添った対

応を行っている。今後も、納付困難者との相談にあたっては、個々の状況に応じ、

きめ細かく対応していく。 
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